
   横須賀市地域猫活動支援事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第 105 

 号）の理念の下、飼い主のいない猫を地域住民が地域猫として管理すること

により、猫を原因とする生活環境が損なわれている事態を改善することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (１ ) 飼い猫 所有の意思のある特定の者の管理下にある猫をいう。 

 (２ ) 飼い主のいない猫 特定の飼い主のない、地域で放ろうしている猫をい

う。 

 (３ ) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、生活環境の保全及び動物愛護の精神

に基づく地域住民の認知の下、餌の管理、ふん尿の始末、避妊去勢手術の

実施、猫の識別等の地域のルールに基づき、地域社会と共生するものをい

う。 

 (４ ) 地域猫活動 主として地域住民が主体となり飼い主のいない猫を地域猫

として適正に管理し、共生しながら一代限りの寿命を全うさせてその数を

減らしていくことを目的とする活動をいう。 

 (５ ) 地域猫活動団体  複数の地域住民 で構成される地域猫活動を行う団体

（同一世帯の地域住民のみで構成される団体を除く。）をいう。 

 (６ ) 手術 卵巣のみ若しくは卵巣及び子宮又は精巣を摘出する避妊去勢手術

をいう。 

（地域猫活動団体の活動内容） 

第３条 地域猫活動団体の主な活動内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

 (１ ) 地域猫活動の周知及び浸透に関する事項 

 (２ ) 地域猫活動に関する合意形成に関する事項 

 (３ ) 管理する地域猫の適正な飼養及び苦情処理に関する事項 

 (４ ) 管理する地域猫の手術のための保護に関する事項 

 (５ ) 地域猫の新たな所有者を探す活動に関する事項 

 (６ ) 飼い猫の適正な飼養についての普及及び啓発に関する事項 

（地域猫活動団体への支援） 

第４条 本市は、地域猫活動団体に対し、次の各号に掲げる支援を行う。 

 (１ ) 地域の合意形成への支援 



 (２ ) 地域猫活動に係る啓発資料の提供及び説明 

 (３ ) 手術の実施（第６条の規定により登録された地域猫活動団体の管理する

猫に限る。） 

２ 市長は、地域猫活動団体の管理する地域猫が、次のいずれかに該当した場

合は、前項の支援を取りやめるものとする。 

 (１ ) 全ての地域猫が死亡し、又は行方がわからなくなったとき。 

 (２ ) 地域猫活動団体が地域猫活動を取りやめたとき。 

 (３ ) 地域猫を適切に管理できていないと市長が判断したとき。 

（登録申請等） 

第５条 地域猫活動団体は、地域猫活動を行おうとするときは、地域猫活動登

録申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとす

る。 

 (１ ) 管理猫一覧表（第２号様式） 

 (２ ) 地域猫活動団体の構成員の住所、氏名及び電話番号（構成員が４人以上

いる場合に限る。） 

 (３ ) 付近の見取図、餌場、トイレの設置場所等の図面 

２ 前項の申請書は、地域猫の管理数が15頭未満の場合にあっては２名以上、

15頭以上の場合にあっては３名以上の連名としなければならない。 

３ 地域猫活動団体は、地域猫活動の地域に含まれる町内会又は学区内に居住

し、実際に猫の管理が可能な世帯の異なる住民が、地域猫の管理数が15頭未

満の場合にあっては１名以上、15頭以上の場合にあっては２名以上含まれて

いなければならない。 

（地域猫活動団体の登録） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合

するかどうかを審査し、適合すると認めるときは地域猫活動団体の登録をす

るもとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合であ

っても、猫の管理上支障がないと市長が認めた場合は、地域猫活動団体の登

録ができるものとする。 

 (１ ) 飼い主のいない猫について、適正に餌の管理及びトイレの設置等のふん

尿の始末ができていること。 

 (２ ) 猫を管理している者の名前、活動内容、管理している猫の写真等が、自

治会の会合や回覧等で周知されていること。 

 (３ ) 飼い猫について、屋内飼育、手術の実施、所有者の明示並びに終生飼養

についての普及及び啓発が地域においてなされていること。 



 (４ ) 猫の生息状況の把握がなされていること。 

（手術の実施） 

第７条 前条の規定により登録された地域猫活動団体（以下「登録地域猫活動

団体」という。）は、飼い主のいない猫を地域猫として管理するために動物

愛護センターで手術をしようとするときは、不妊手術申請書（第３号様式）

を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、手術の日時を指定し、登録

地域猫活動団体に通知するものとする。 

３ 登録地域猫活動団体は、前項の規定により通知を受けたときは、指定され

た日時に、地域猫を動物愛護センターに搬入し、及び引き取りにくるものと

する。 

（活動状況の記録等） 

第８条 登録地域猫活動団体は、活動経過や苦情の対応状況を活動記録書（第

４号様式）に記録するものとする。 

２ 登録地域猫活動団体は、市長から報告を求められた場合は地域猫活動報告

書（第５号様式）に次に掲げる書面を添えて提出するものとする。 

 (１ ) 活動記録書 

 (２ ) 餌場、トイレの設置場所等の図面（変更した場合に限る。） 

３ 登録地域猫活動団体は、市長が現地調査を行う場合は、調査に協力するも

のとする。 

   附  則  

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（表）（第５条第１項関係） 

 

地域猫活動登録申請書 

 

 
                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長  

                   住   所  

               代表者 氏   名          

                   電話番号  

                   住   所  

                   氏   名          

                   電話番号  

                   住   所  

                   氏   名          

                   電話番号  

団体名  
 

活動地域  町内会（                    ）  

活動人数  
  

管理している  
猫の数  頭（うち不妊去勢手術実施済  頭）  

 
 地域猫のことで問合せがあった場合は、構成員の住所、氏名、電話番  

号を伝えることを承認します。  

                 代表者 氏名         

 



第１号様式（裏） 

 (１ ) 猫の管理について 

 

餌やりを行ってい

る場所  箇所  

餌やりを行ってい

る人数・時間及び

後片付けの人数・

時間  

 
餌やり  

   名    時頃  

 
後片付け  

   名    時頃  

トイレの設置場所  箇所  

ふんの処理を行っ

ている人数・時間  時頃     人  

 
（備考）  

 

 (２ ) 地域住民への周知、理解を得ることについて 

 
 
町内などとの話し合い回数（ ）回 単独で（ ）回  
                 保健所と一緒に（ ）回  
チラシ・ビラ配布回数（ ）回 単独で・町内会と連名・保健所と連名  
回覧回数      （  ）回 単独で・町内会と連名・保健所と連名  

 
（備考）  

 
 (３ ) 地域の飼い猫への啓発について 

 

チラシ・ビラ配布回数（  ）回  
回覧回数      （   ）回  
 
（備考）  

 

 
（事務処理欄） 

 



第２号様式（第５条第１項関係） 

 

管理猫一覧表 

 

地域猫活動団体名  

番号 種類 毛色 性別 特徴等 

   雄・雌 
不妊手術（未・済） 

   雄・雌 
不妊手術（未・済） 

   雄・雌 
不妊手術（未・済） 

   雄・雌 
不妊手術（未・済） 

   雄・雌 
不妊手術（未・済） 

 



第３号様式（第７条第１項関係） 

 

不妊手術申請書 

 

 

                          年  月  日  

（あて先）横須賀市長 

               地域猫活動団体名 

                   住   所  

               申請者 氏   名  

                   電話番号 

 

 横須賀市地域猫活動支援事業実施要綱第７条に基づき、下記の猫の手

術の実施を申請します。不妊手術を実施するにあたり、裏面の内容につ

いて理解し、同意したうえで、手術中及び術前術後の猫の死亡等不測の

事態については、横須賀市や手術者に対してその責任は一切問いませ

ん。 

 種類 毛色 性別 特徴 保護した場所 

１   雄・雌   

２    雄・雌    

３    雄・雌    

４    雄・雌    

５    雄・雌    

 

（事務処理欄） 

 



第４号様式（第８条第１項関係） 

 

活動記録書 

 

地域猫活動団体名  

活動年月日 活動内容（苦情対応事例）など 対応者 

   

 



第５号様式（第８条第２項関係） 

 

地域猫活動報告書 

                             年  月  日  

 

地域猫活動団体名  

代表者 

住所 

             電話 

氏名  

活動地域 町内会（                 ）  

活動人数      人  

管理している猫の数 
   頭（内訳 オス  頭  メス  頭） 

    （不妊手術実施済  頭） 

餌やりを行っている

場所  
  箇所 

設置場所 

餌やりを行っている

時間・人数       時頃     人  

トイレの設置数、  
場所  

  箇所 

設置場所 

ふんの処理を行って

いる時間・人数       時頃     人  

町内会等での回覧・

説明等  

町内会など話し合い回数（ ）回 

 内訳 単独     （  ）回 

    保健所と一緒 （ ）回 

チラシ・ビラ配布回数 （ ）回 

回覧回数       （  ）回 

活動上の問題点等   

 


